
は
し
が
き

⑴

本
書
は
、
渉
外
的
な
実
力
行
使
に
関
す
る
法
に
つ
い
て
の
一
問
一
答
形
式
に
よ
る
体
系
書
で
あ
る
。
渉
外
的
な
実
力
行
使
と
は
、

自
衛
官
そ
の
他
の
公
務
員
が
携
わ
る
実
力
行
使
で
あ
っ
て
、
我
が
国
の
領﹅

域﹅

に
在
る
外
国
の
公
務
員
又
は
我
が
国
の
領﹅

域﹅

外﹅

に
在
る
外
国

人
を
相
手
方
と
す
る
も
の
を
い
う
。

図
に
示
し
た
と
お
り
、
渉
外
的
な
実
力
行
使
（
Ａ
）
と
自
衛
官
が
携
わ
る
実
力
行
使
（
Ｂ
）
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

Ａ
で
も
Ｂ
で
も
あ
る
実
力
行
使
と
し
て
は
、
①
防
衛
出
動
時
の
武
力
行
使
（
自
衛
隊
法
八
八
条
）
の
ほ
か
、
②
（
外
国
の
軍
隊
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
組
織
の
構
成
員
を
相
手
方
と
す
る
）
治
安
出
動
時
の
武
器
の
使
用
（
同
法
八
九
条
・
九
〇
条
）、（
外
国
の
軍
艦
又
は
公
船
の
乗
組
員
等
を
相

手
方
と
す
る
）
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
時
の
武
器
の
使
用
（
同
法
九
三
条
）、
国
際
平
和
協
力
業
務
時
の
武
器
の
使
用
（
平
和
維
持
活
動
法

二
五
条
・
二
六
条
）
等
が
あ
る
。

Ａ
で
あ
る
が
Ｂ
で
な
い
実
力
行
使
と
し
て
は
、
③
（
外
国
の
軍
隊
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
構
成
員
を

相
手
方
と
す
る
）
警
察
官
の
武
器
の
使
用
（
警
察
官
職
務
執
行
法
七
条
）、（
外
国
の
軍
艦
又
は
公
船
の
乗
組
員
等

を
相
手
方
と
す
る
）
海
上
保
安
官
の
武
器
の
使
用
（
海
上
保
安
庁
法
二
〇
条
一
項
）
等
が
あ
る
。

Ａ
で
な
い
が
Ｂ
で
あ
る
実
力
行
使
と
し
て
は
、
④
（
国
民
を
相
手
方
と
す
る
）
治
安
出
動
時
の
武
器
の
使

用
、（
国
民
を
相
手
方
と
す
る
）
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
時
の
武
器
の
使
用
等
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
①
は
、
我
が
国
の
防
衛
を
目
的
と
す
る
が
、
②
〜
④
は
、
公
共
の
秩
序
の
維
持
等
を
目
的
と

し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
③
が
実
施
さ
れ
る
事
態
は
、
②
が
実
施
さ
れ
る
事
態
を
経
て
、
①
が
実
施
さ
れ

はしがき
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る
事
態
に
推
移
す
る
可
能
性
が
あ
る
事
態
（
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
）
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
本
書
が
、
防
衛
法
と
題
し
つ
つ
、

①
だ
け
で
な
く
②
③
も
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
は
、
一
問
一
答
形
式
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
通
常
の
体
系
書
で
も
、
そ
の
内
実
は
、
著
者
が
自
ら
立
て
た
問
い
に
自
ら
答

え
る
営
為
の
積
み
重
ね
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
最
初
か
ら
問
い
と
答
え
を
明
示
し
て
お
く
方
が
、
読
者
の
便
宜
に
な
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

⑵

国
際
連
合
憲
章
は
、
各
国
が
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
武
力
の
行
使
」
を
、
個
別
的
自
衛
権
の
行
使
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

又
は
（
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
く
）
集
団
安
全
保
障
措
置
に
限
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
憲
法
は
、
我
が
国
が
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
「
武
力
の
行
使
」
を
、
さ
ら
に
狭
い
範
囲
に
限
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
武
力
の
行
使
」
の
再
限
定
は
、
他
の
主
要
国
の
憲
法
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
法
律
論
と
し
て
は
、
近
代
憲
法

で
必
ず
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
（
公
選
に
よ
る
立
法
機
関
の
設
置
、
独
立
し
た
司
法
機
関
の
設
置
等
）
で
な
い
か
ら
で
あ
り
、
政
策
論
と

し
て
も
、
抑
止
力
を
不
十
分
な
も
の
と
し
、
自
国
の
存
立
を
危
う
く
す
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
法
律
学
は
、
も
と
よ
り
政
策
論
の
当
否
を
判
断
し
得
る
学
問
で
な
い
た
め
、
本
書
も
、
上
記
の
よ
う
な
「
武
力
の
行
使
」

の
再
限
定
の
政
策
論
的
な
当
否
に
ふ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
制
約
が
、

各
法
律
で
渉
外
的
な
実
力
行
使
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
発
現
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。

こ
の
作
業
は
、
国
会
及
び
国
民
が
上
記
の
よ
う
な
「
武
力
の
行
使
」
の
再
限
定
の
政
策
論
的
な
当
否
を
判
断
す
る
た
め
に
も
、
不
可
欠
の

前
提
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

⑶

我
が
国
の
防
衛
法
は
、
平
成
二
七
年
に
お
け
る
自
衛
隊
法
、
平
和
維
持
活
動
法
、
周
辺
事
態
法
、
船
舶
検
査
活
動
法
、
武
力
攻
撃

事
態
法
等
の
改
正
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
法
の
制
定
に
よ
り
、
そ
の
面
目
を
一
新
し
た
。

こ
の
う
ち
自
衛
隊
法
七
六
条
（
防
衛
出
動
）
の
改
正
に
関
し
て
は
、
藤
田
宙
靖
「
覚
え
書
き
袞
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
を
巡
る
違

はしがき
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憲
論
議
に
つ
い
て
」
自
治
研
究
九
二
巻
二
号
（
平
二
八
）
三
頁
以
下
及
び
藤
田
宙
靖
「
自
衛
隊
法
七
六
条
一
項
二
号
の
法
意
袞
い
わ
ゆ
る

『
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
限
定
的
容
認
』
と
は
何
か
」
自
治
研
究
九
三
巻
六
号
（
平
二
九
）
三
頁
以
下
を
始
め
と
し
て
、
相
当
数
の
研
究
が

現
れ
て
い
る
。
一
方
、
防
衛
出
動
時
の
武
力
行
使
以
外
の
渉
外
的
な
実
力
行
使
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
い
な
い
。

筆
者
も
、
前
著
『
法
治
国
原
理
と
公
法
学
の
課
題
』（
弘
文
堂
・
平
三
〇
）
第
四
章
（
以
下
単
に
「
前
著
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
防
衛
出

動
時
の
武
力
行
使
の
ほ
か
、
幾
つ
か
の
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
い
ま
だ
素
描
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、
前
著
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
武
器
の
使
用
等
の
ほ
か
、
自
衛
隊
法
の
構
造
、
渉
外
的
な
実
力
行
使
の
基
礎
理

論
、「
武
力
の
行
使
」
に
付
随
す
る
措
置
及
び
他
国
の
武
力
行
使
と
一
体
化
す
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
体
系
的
に
考
察
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
サ
イ
バ
ー
諜
報
、（
自
衛
隊
法
と
類
似
し
て
い
る
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
軍
隊
権
限
法
（
M
ilitärbefugnisgesetz）
と
の
比
較
等
に
つ
い
て

は
、
分
量
の
関
係
上
、
本
書
に
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
、
前
著
で
は
、
防
衛
出
動
時
の
武
力
行
使
を
〝
武
力
行
使
（
狭
義
）〞
と
呼
び
、
渉
外
的
な
実
力
行
使
を
〝
武
力
行
使
（
広
義
）〞

と
呼
ん
で
い
た
が
、
防
衛
出
動
時
の
武
力
行
使
と
そ
れ
以
外
の
渉
外
的
な
実
力
行
使
と
の
差
異
が
（
質
的
で
な
く
）
量
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
著
で
は
、
自
衛
官
が
携
わ
る
実
力
行
使
を
、〝（
主
と
し
て
）
自
国
民
を
相
手
方

と
す
る
実
力
行
使
〞
と
〝（
主
と
し
て
）
外
国
軍
隊
の
構
成
員
を
相
手
方
と
す
る
実
力
行
使
〞
に
分
類
し
て
い
た
が
、（
理
論
的
で
な
く
）
便

宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
無
用
な
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
不
備
を
是
正
し
た
ほ
か
、
説
明

が
不
十
分
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
該
当
箇
所
で
補
足
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑷

国
際
法
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
「
武
力
の
行
使
」
が
憲
法
に
よ
っ
て
再
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
行
政
法
上
の
帰
結
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
作
業
に
取
り
組
む
に
当
た
っ
て
は
、
国
際
法
の
判
例
・
学
説
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
筆
者
は
行
政
法

を
専
門
と
す
る
た
め
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
坂
元
茂
樹
・
真
山
全
両
教
授
を
始
め
と
す
る
多
数
の
国
際
法
学
者
の
論
文
に
依
拠
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
も
っ
と
も
、
国
際
法
学
者
の
論
文
の
う
ち
、
行
政
法
学
者
と
し
て
素
朴
な
違
和
感
を
抱
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
勇
を
鼓

はしがき
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し
て
、
率
直
に
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
も
し
論
文
の
真
意
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ひ
と
え
に
筆
者
の

責
任
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
デ
レ
ー
ド
大
学
の
Ｄ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
教
授
及
び
防
衛
大
学
校
の
吉
田
健
太
郎
准
教
授
に
は
、
部
隊
運
用
に
関
す
る
実
務

的
な
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
の
佐
藤
悠
広
君
に
は
、
校
正
の
手
伝
い
を
依
頼
し
、
併
せ
て
有
益
な
助
言
を
い

た
だ
い
た
。
有
斐
閣
の
栁
澤
雅
俊
京
都
支
店
長
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
の
勃
発
前
か
ら
本
書
の
構
想
を
支
援
し
、
迅
速
な
刊
行
を
実
現

し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

令
和
五
年
新
春

仲
野

武
志

はしがき
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第
二
編

武
力
の
行
使
等

第
一
章

武
力
の
行
使

第
一
節

概
説

第
五
九
問

憲
法
九
条
一
項
は
、（
同
条
二
項
と
併
せ
考
え
ず
に
）
そ
れ
だ
け
で
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
「
武
力
の
行
使
」
を
禁
止
す
る

趣
旨
と
解
さ
れ
る
か
。

⑴

憲
法
九
条
一
項
は
、「
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦﹅

争﹅

と
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

は
、
国﹅

際﹅

紛﹅

争﹅

を﹅

解﹅

決﹅

す﹅

る﹅

手﹅

段﹅

と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

法
令
上
、「
紛
争
」
と
い
う
文
言
は
、
憲
法
の
制
定
時
か
ら
現
在
ま
で
、
特
に
定
義
す
る
こ
と
な
く
、
通
常
の
語
義
ど
お
り
に
用
い
ら

れ
て
い
る
（（
昭
和
二
二
年
法
律
一
五
三
号
に
よ
る
廃
止
前
の
）
人
事
調
停
法
一
条
等
参
照
）。
例
え
ば
、（
公
害
に
係
る
）「
紛
争
」（
公
害
紛
争
処
理

法
一
条
）
と
は
、「
一
定
の
法
律
関
係
に
関
連
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
当
事
者
間
に
、
意
見
の
不
一
致
に
よ
る
争
い
が
生
じ
て
い
る
こ

と(1)」
を
い
う
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

第五九問
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よ
っ
て
、「
国﹅

際﹅

紛﹅

争﹅

を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
の
「
武
力
の
行
使
」（
憲
法
九
条
一
項
）
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
考
え
る
と
、
①
〝
我

が
国
と
外
国
（
国
に
準
ず
る
組
織
（
第
五
六
問
参
照
）
を
含
む
。
以
下
本
問
に
お
い
て
同
じ
。）
と
の
間
で
主
張
が
一
致
し
な
い
で
争
い
が
生
じ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
我
が
国
が
、
自﹅

ら﹅

の﹅

主﹅

張﹅

を﹅

貫﹅

徹﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
目
的
と
し
て
開
始
す
る
「
武
力
の
行
使
」〞
及
び
②
〝
我
が
国
と

外
国
と
の
間
で
主
張
が
一
致
し
な
い
で
争
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
が
自
ら
の
主
張
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」（
第
三
八
問
参
照
）
を
開
始
し
た
と
き
に
、
我
が
国
が
、
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
自﹅

ら﹅

の﹅

主﹅

張﹅

を﹅

貫﹅

徹﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
「
武
力
の
行
使
」〞
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
③
〝
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
主
張
が
一
致
し
な
い
で
争
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
が
自
ら
の
主

張
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
開
始
し
た
と
き
に
、
我
が
国
が
、
現﹅

に﹅

行﹅

わ﹅

れ﹅

、
又﹅

は﹅

ま﹅

さ﹅

に﹅

行﹅

わ﹅

れ﹅

よ﹅

う﹅

と﹅

し﹅

て﹅

い﹅

る﹅

（
当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
の﹅

一﹅

環﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

）
実﹅

力﹅

行﹅

使﹅

を﹅

排﹅

除﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

の﹅

み﹅

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
「
武
力
の
行
使
」〞
及
び
④
〝
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
特
に
争
い
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
外
国
が
我
が
国
に
対
し
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
開
始
し
た
場
合
に
お
い
て
、
我
が
国
が
、
現﹅

に﹅

行﹅

わ﹅

れ﹅

、
又﹅

は﹅

ま﹅

さ﹅

に﹅

行﹅

わ﹅

れ﹅

よ﹅

う﹅

と﹅

し﹅

て﹅

い﹅

る﹅

（
当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
の﹅

一﹅

環﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

）
実﹅

力﹅

行﹅

使﹅

を﹅

排﹅

除﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

の﹅

み﹅

を

目
的
と
し
て
実
施
す
る
「
武
力
の
行
使
」〞
が
、「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
の
「
武
力
の
行
使
」
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る(2)。

こ
の
ほ
か
、
⑤
〝
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
主
張
が
一
致
し
な
い
で
争
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
が
自
ら
の
主
張

を
貫
徹
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
開
始
し
た
と
き
に
、
我
が
国
が
、
現
に
行
わ
れ
、
又
は

ま
さ
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
当
該
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
の
一
環
と
し
て
の
）
実
力
行
使
を
排
除
す
る
こ
と
に
と
ど

ま
ら
ず
、
当﹅

該﹅

外﹅

国﹅

が﹅

当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
を﹅

継﹅

続﹅

す﹅

る﹅

意﹅

思﹅

を﹅

な﹅

く﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る

「
武
力
の
行
使
」〞、
⑥
〝
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
特
に
争
い
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
外
国
が
我
が
国
に
対
し
「
武

第二編 第一章 第一節
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力
の
行
使
」
を
開
始
し
た
場
合
に
お
い
て
、
我
が
国
が
、
現
に
行
わ
れ
、
又
は
ま
さ
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
当
該
「
国
際
関
係
に

お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
の
一
環
と
し
て
の
）
実
力
行
使
を
排
除
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当﹅

該﹅

外﹅

国﹅

が﹅

当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
を﹅

継﹅

続﹅

す﹅

る﹅

意﹅

思﹅

を﹅

な﹅

く﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
「
武
力
の
行
使
」〞、
⑦
〝
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
主

張
が
一
致
し
な
い
で
争
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
が
自
ら
の
主
張
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
国
際
関
係
に

お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
開
始
し
た
と
き
に
、
我
が
国
が
、
現
に
行
わ
れ
、
又
は
ま
さ
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
当
該
「
国
際

関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
の
一
環
と
し
て
の
）
実
力
行
使
を
排
除
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当﹅

該﹅

外﹅

国﹅

が﹅

当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
を﹅

継﹅

続﹅

す﹅

る﹅

意﹅

思﹅

を﹅

な﹅

く﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

と
併
せ
て
、
当﹅

該﹅

外﹅

国﹅

が﹅

当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
と﹅

同﹅

様﹅

の﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
を﹅

反﹅

復﹅

す﹅

る﹅

意﹅

思﹅

を﹅

な﹅

く﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
「
武
力
の
行

使
」〞
及
び
⑧
〝
我
が
国
と
外
国
と
の
間
で
特
に
争
い
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
外
国
が
我
が
国
に
対
し
「
国
際
関
係

に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
開
始
し
た
場
合
に
お
い
て
、
我
が
国
が
、
現
に
行
わ
れ
、
又
は
ま
さ
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（
当

該
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
の
一
環
と
し
て
の
）
実
力
行
使
を
排
除
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当﹅

該﹅

外﹅

国﹅

が﹅

当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
を﹅

継﹅

続﹅

す﹅

る﹅

意﹅

思﹅

を﹅

な﹅

く﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

と
併
せ
て
、
当﹅

該﹅

外﹅

国﹅

が﹅

当﹅

該﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
と﹅

同﹅

様﹅

の﹅

「
国﹅

際﹅

関﹅

係﹅

に﹅

お﹅

」
け﹅

る﹅

「
武﹅

力﹅

の﹅

行﹅

使﹅

」
を﹅

反﹅

復﹅

す﹅

る﹅

意﹅

思﹅

を﹅

な﹅

く﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
「
武

力
の
行
使
」〞
も
、「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
の
「
武
力
の
行
使
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑤
〜
⑧
は
、
外
国
が

「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
継
続
し
、
又
は
反
復
す
る
意
思
を
な
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
憲
法
九
条
一

項
の
文
言
に
照
ら
す
と
、「
国
際
紛
争
」
は
「
武
力
の
行
使
」
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る(3)。

よ
っ
て
、
憲
法
九
条
一
項
は
、（
同
条
二
項
と
併
せ
考
え
ず
に
）
そ
れ
だ
け
で
考
え
る
と
、
①
②
の
よ
う
な
「
武
力
の
行
使
」
を
禁
止
す

る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
③
〜
⑧
の
よ
う
な
「
武
力
の
行
使
」
を
禁
止
す
る
趣
旨
と
は
解
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
①
②
は
、
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
と
両
立
し
な
い
が
、
③
〜
⑧
は
、
こ
れ
と
両
立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
争
娃
棄
ニ
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関
ス
ル
条
約
一
条
は
、
①
②
の
よ
う
な
「
戦
争
」
を
禁
止
し
て
い
た
（
第
三
七
問
参
照
）
が
、
国
際
連
合
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な

い
と
し
て
設
立
さ
れ
た
（
第
三
八
問
参
照
）
か
ら
で
あ
る
。

⑵

本
問
に
関
し
、
政
府
は
、「〔
憲
法
九
条
一
項
ハ
〕
不
戦
条
約
〔
＝
戦
争
娃
棄
ニ
関
ス
ル
条
約
〕
ノ
趣
旨
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル(4)〔
規
定
デ
ア

ル
。〕」「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
〔
の
戦
争
及
び
武
力
の
行
使
〕
…
…
は
、
お
お
む
ね
、
…
…
侵﹅

略﹅

戦﹅

争﹅

と
…
…
普
通
に
は
同
一

視
し
て
お
り
ま
す
。
大
体
に
お
い
て
そ
れ
で
い
い
…
…
が
、
要
す
る
に
、
国
家
間
で
主﹅

張﹅

の﹅

対﹅

立﹅

が
あ
っ
て
、
そ
の
一
国
が
自
己
の
主
張

を
押
し
通
そ
う
と
い
う
わ
け
で
相
互
に
紛
争
の
状
態
に
あ
る
、
そ
れ
を
日
本
の
憲
法
は
、
平
和
的
に
解
決
し
ろ
、
こ
う
い
っ
て
い
る
…
…
。

む
ろ
ん
そ
れ
と
は
別
に
、
紛﹅

争﹅

の﹅

有﹅

無﹅

に﹅

か﹅

か﹅

わ﹅

ら﹅

ず﹅

、
他
国
か
ら
と
に
か
く
暴
力
を
も
っ
て
向
か
っ
て
き
た
と
い
う
場
合
に
は
、
…
…

そ
の
暴
力
を
排
除
す
る
こ
と
は
…
…
否
認
は
し
て
お
ら
な
い
…
…
、
い
わ
ゆ
る
自
衛
は
か
ま
わ
な
い(5)」
と
説
明
し
て
い
る
。

⑶

な
お
、
国
際
法
学
界
で
は
、
国
際
連
合
憲
章
は
、
①
②
の
よ
う
な
「
戦
争
」
だ
け
で
な
く
、
一
切
の
「
戦
争
」
を
禁
止
し
て
い
る

と
い
う
見
解
が
あ
る(6)。
こ
れ
に
よ
る
と
、
憲
法
九
八
条
二
項
は
、
一
切
の
「
戦
争
」
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う(7)。

(1
)
公
害
紛
争
処
理
問
題
研
究
会
編
『
公
害
紛
争
処
理
法
解
説
』（
一
粒
社
・
昭
五
〇
）
七
頁
。

(2
)
我
が
国
が
③
④
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
外
国
が
当
該
「
国
際
関
係
に
お
」
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
継
続
す
る
意
思
を
な
く
す
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

(3
)
⑤
〜
⑧
に
は
、
そ
の
手
段
が
国
際
人
道
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
憲
法
九
八
条
二
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
問
と
は
別

の
問
題
で
あ
る
。

(4
)
九
〇
・
貴
・
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
一
二
号
（
昭
二
一
・
九
・
一
三
）
一
二
頁
〔
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
〕。

(5
)
四
八
・
衆
・
予
算
委
一
七
号
（
昭
四
〇
・
三
・
二
）
七
頁
〔
高
辻
正
巳
政
府
委
員
〕。
同
旨
、「『
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
』
…
…
は
…
…
、

…
…
主
と
し
て
…
…
侵
略
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
禁
止
し
て
お
る
」（
一
九
・
衆
・
外
務
委
一
号
（
昭
二
八
・
一
二
・
一
一
）
一
四
頁
〔
佐
藤
達
夫
政
府

委
員
〕）。「
両
国
家
間
で
主﹅

張﹅

の﹅

相﹅

違﹅

が
あ
る
、
そ
の
主
張
の
相
違
を
平
和
的
に
処
理
す
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
力
で
も
つ
て
解
決
し
て
行

く
と
い
う
こ
と
が
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
戦
争
を
し
た
り
武
力
を
行
使
し
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
…
…
。
と
こ
ろ
が
…
…
、
そ
う
い
う
こ
と
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と
は
離
れ
…
…
て
、
理﹅

由﹅

は﹅

何﹅

に﹅

せ﹅

よ﹅

、
先
方
か
ら
一
種
の
打
撃
を
与
え
ら
れ
た
…
…
場
合
に
、
そ
の
打
撃
を
排
除
す
る
…
…
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

…
…
は
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
侵
害
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
で
あ
り
…
…
、
こ
れ
は
場
合
に
よ
り
正
当
防
衛
に
な
」
る
（
同
一
七

号
（
昭
二
九
・
三
・
一
五
）
二
五
頁
〔
高
辻
正
巳
政
府
委
員
〕）。「
た
ま
た
ま
…
…
国
際
紛
争
が
き
つ
か
け
で
…
…
も
、
…
…
現
実
に
向
う
が
攻
め
込
ん
で

来
た
の
で
…
…
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
自
衛
権
の
行
使
…
…
は
当
然
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
迎
え
撃
つ
…
…
こ
と
は
、
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
の
武

力
の
行
使
…
…
に
は
当
ら
な
い
」（
同
頁
〔
佐
藤
政
府
委
員
〕）。

(6
)
こ
の
趣
旨
を
述
べ
た
政
府
見
解
と
し
て
参
照
、「
少
な
く
と
も
戦
争
と
い
う
の
は
、
…
…
国
際
法
上
は
な
い
。
国
連
憲
章
が
現
存
の
世
界
の
規
範
で
…
…
、

そ
の
も
と
で
は
自
衛
権
の
名
で
し
か
武
力
は
行
使
で
き
な
い
」（
六
八
・
衆
・
外
務
委
一
八
号
（
昭
四
七
・
五
・
二
四
）
二
七
頁
〔
高
島
益
郎
政
府
委
員
〕）。

(7
)
お
そ
ら
く
こ
の
趣
旨
を
述
べ
た
政
府
見
解
と
し
て
参
照
、「
戦
争
は
と
に
か
く
放
棄
し
て
い
る
…
…
。
…
…
そ
の
ほ
か
に
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
あ
る
い
は

武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
…
…
放
棄
し
て
い
る
」（
八
四
・
衆
・
内
閣
委
二
七
号
（
昭
五
三
・
八
・
一
六
）
二
六
頁
〔
真
田

秀
夫
説
明
員
〕）。

第
六
〇
問

憲
法
九
条
二
項
前
段
の
う
ち
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
い
う
部
分
は
、（
同
条
一
項
と
併

せ
考
え
ず
に
）
そ
れ
だ
け
で
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
組
織
体
の
保
持
を
禁
止
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
か
。

⑴

憲
法
九
条
二
項
前
段
は
、「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
規
定
し
て

い
る
。

一
般
に
、「
陸
海
空
軍
」
と
い
う
表
現
は
、「
戦
争
」（
第
五
四
問
参
照
）
又
は
「
武
力
の
行
使
」（
第
五
五
問
参
照
）
を
任
務
と
す
る
組
織

体
の
典
型
的
な
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
九
条
二
項
前
段
の
う
ち
「
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
い
う
部
分
に
は
、

同
条
一
項
と
異
な
り
、
何
ら
限
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
憲
法
九
条
二
項
前
段
の
う
ち
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
い
う
部
分
は
、（
同
条
一
項
と
併

せ
考
え
ず
に
）
そ
れ
だ
け
で
考
え
る
と
、
一﹅

切﹅

の﹅

「
戦
争
」
又
は
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
（
そ
の
名
称
を
問
わ
な
い
。）
の

保
持
を
禁
止
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る(1)。
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⑵

本
問
に
関
し
、
政
府
は
、「『
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
』
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
戦
争
に
役
立
つ
一
定
の
人
的
物
的
組
織
体

を
い
う
の
で
あ
ろ
う(2)」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
政
府
見
解
は
、
憲
法
九
条
二
項
前
段
の
う
ち
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、（
同
条
一
項
と
併
せ
考
え
ず

に
）
そ
れ
だ
け
で
考
え
た
意
味
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(1
)
憲
法
学
界
で
は
、「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
」
と
は
、「
警
察
力
」（
自
衛
隊
法
七
八
条
一
項
参
照
）
を
上
回
る
水
準
の
実
力
を
有
す
る
組
織
体
を
い
う

と
す
る
見
解
も
あ
る
（
参
照
、
芦
部
信
喜
監
修
『
注
釈
憲
法
』
一
巻
（
有
斐
閣
・
平
一
二
）
四
二
六
〜
四
二
八
頁
〔
高
見
勝
利
〕）。
こ
の
見
解
は
、「
戦
争
」

又
は
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
は
「
警
察
力
」
を
上
回
る
水
準
の
実
力
を
有
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
陸
海
空
軍
そ

の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
い
う
部
分
は
、
そ
の
よ
う
な
組
織
体
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(2
)
六
一
・
参
・
予
算
委
三
号
（
昭
四
四
・
二
・
二
一
）
八
頁
〔
高
辻
正
巳
政
府
委
員
〕。
同
旨
、「
戦
力
ト
…
…
ハ
、
戦
争
又
ハ
之
ニ
類
似
ス
ル
行
為
ニ
於
テ
、

之
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ニ
依
ツ
テ
目
的
ヲ
達
成
シ
得
ル
一
切
ノ
人
的
及
ビ
物
的
力
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ラ
ウ
」（
九
〇
・
貴
・
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
一
二
号

（
昭
二
一
・
九
・
一
三
）
二
八
頁
〔
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
〕。
我
が
国
が
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
国
家
機
関
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。）。

「
陸
海
空
軍
と
い
う
の
は
装
備
編
成
さ
れ
た
組
織
体
…
…
を
例
示
に
あ
げ
て
お
る
…
…
か
ら
、
そ
の
他
の
戦
力
…
…
も
…
…
、
装
備
編
成
を
持
つ
組
織
体
と

…
…
考
え
る
の
が
当
然
の
解
釈
で
あ
ろ
う
」（
一
五
・
衆
・
通
商
産
業
委
一
八
号
（
昭
二
八
・
二
・
一
二
）
八
頁
〔
佐
藤
達
夫
政
府
委
員
〕）。

第
六
一
問

我
が
国
が
連
合
国
の
管
理
下
に
あ
っ
た
時
期
に
は
、
憲
法
九
条
一
項
・
二
項
前
段
は
、
両
者
を
併
せ
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う

な
「
武
力
の
行
使
」
及
び
組
織
体
の
保
持
を
禁
止
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
て
い
た
か
。

⑴

我
が
国
が
連
合
国
の
管
理
下
に
あ
っ
た
時
期
に
は
、
国
内
法
体
系
に
お
け
る
最
上
位
規
範
は
、
帝
国
憲
法
・
現
憲
法
で
な
く
、
降

伏
文
書
で
あ
っ
た(1)。
こ
の
時
期
に
は
、
憲
法
九
条
一
項
が
、
戦
争
娃
棄
ニ
関
ス
ル
条
約
一
条
を
再
確
認
す
る
趣
旨
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

（
前
々
問
参
照
）
の
に
対
し
、
同
条
二
項
前
段
の
う
ち
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
い
う
部
分
は
、（
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
六
項
・
九
項
の
履
行
を
定
め
た
）
降
伏
文
書
六
項
の
直
接
の
下
位
規
範
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た(2)。
つ
ま
り
、
前
者
が
一
種
の
訓
示

第二編 第一章 第一節

118



規
定
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
真
正
の
法
規
範
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
、
前
者
よ
り
も
後
者
を
全
面
的
に
優
越
さ
せ
る
形
で
、
全
体
の
解
釈
を
確
定
す
べ
き
で
あ
っ
た(3)。

⑵

本
問
に
関
し
て
は
、
政
府
も
、「
第
一
項
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
自
衛
戦
争
ヲ
必
ズ
シ
モ
禁
止
シ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
ガ
…
…
第
二
項
ニ

ナ
ツ
テ
自
衛
戦
争
ヲ
行
フ
ベ
キ
力
ヲ
全
然
奪
ハ
レ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
シ
テ
、
其
ノ
形
ハ
出
来
マ
セ
ヌ(4)」
と
説
明
し
て
い
た
。

(1
)
参
照
、
最
大
判
昭
二
八
・
七
・
二
二
刑
集
七
巻
七
号
一
五
六
二
頁
。
併
せ
て
参
照
、
佐
藤
達
夫
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』
一
巻
（
有
斐
閣
・
昭
三
七
）
一

二
三
〜
一
二
七
頁
・
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
及
び
衆
議
院
議
員
森
清
君
提
出
連
合
国
に
よ
る
我
が
国
の
管
理
と
日
本
国
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書
（
昭
五
五
・
一
二
・
五
内
閣
衆
質
九
三
第
一
二
号
）
一
に
つ
い
て
。

(2
)
参
照
、「
先
方
ハ
進
駐
軍
引
揚
後
ノ
諸
制
度
ガ
元
ノ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
コ
ト
ノ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
憲
法
ニ
出
来
ル
ダ
ケ
多
ク
ノ
楔
ヲ
打
込
ン
デ
置
カ
ウ
ト
シ
テ
居
ル
」

（
九
〇
・
貴
・
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
小
委
筆
記
要
旨
一
号
（
昭
二
一
・
九
・
二
八
）
一
〜
二
頁
〔
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
〕）。「
当
時
は
…
…
敗
戦
の
直

後
で
…
…
、
完
全
な
武
装
解
除
と
い
う
こ
と
は
占
領
政
策
と
し
て
も
出
て
来
て
お
つ
た
」（
一
九
・
参
・
内
閣
委
三
九
号
（
昭
二
九
・
五
・
二
〇
）
六
頁

〔
佐
藤
達
夫
政
府
委
員
〕）。

(3
)
連
合
国
が
我
が
国
に
帝
国
憲
法
を
改
正
さ
せ
た
こ
と
と
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
（
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
（
明
四
五
条
約
四
）
附
属

書
）
四
三
条
と
の
関
係
に
関
す
る
学
説
、
法
制
局
関
係
者
の
見
解
及
び
政
府
見
解
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
参
照
、
小
畑
郁
「
日
本
の
降
伏
お
よ
び
連
合
国
に
よ
る

日
本
占
領
管
理
の
法
的
性
質
」
芹
田
健
太
郎
ほ
か
編
『
実
証
の
国
際
法
学
の
継
承
』（
信
山
社
・
令
元
）
九
四
七
〜
九
四
八
頁
、
佐
藤
・
前
註
（
1
）
一
三

三
〜
一
三
六
頁
及
び
衆
議
院
議
員
森
清
君
提
出
日
本
国
憲
法
制
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
昭
六
〇
・
九
・
二
七
内
閣
衆
質
一
〇
二
第
四
六
号
）

三
に
つ
い
て
。

(4
)
九
〇
・
貴
・
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
一
二
号
（
昭
二
一
・
九
・
一
三
）
二
四
頁
〔
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
〕。
同
旨
、「
第
一
項
ハ
『
他
国
と
の
間
の
紛

争
の
解
決
の
手
段
と
し
て
』
ト
云
フ
条
件
ガ
附
イ
テ
居
リ
マ
ス
、
従
ツ
テ
防
禦
的
戦
争
…
…
ハ
入
ッ
テ
居
ナ
イ
ト
云
フ
風
ニ
解
釈
出
来
ル
ダ
ラ
ウ
…
…
、
処

ガ
第
二
項
…
…
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
一
切
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
手
段
ヲ
封
鎖
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
物
的
ニ
武
力
ヲ
持
ツ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
、
並
ニ
人
的
ニ
武
力
ヲ
持
ツ

テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
…
…
、
是
ハ
戦
争
類
似
行
動
ガ
如
何
ナ
ル
種
類
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
働
イ
テ
来
ル
」（
同
一
九
頁
〔
金
森
国
務
大
臣
〕）。

第
六
二
問

日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
発
効
後
に
は
、
憲
法
九
条
一
項
・
二
項
前
段
は
、
両
者
を
併
せ
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
「
武
力
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の
行
使
」
及
び
組
織
体
の
保
持
を
禁
止
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
か
。

⑴

日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
二
七
条
約
五
）
の
発
効
に
伴
い
、
憲
法
は
、
名
実

と
も
に
「
最
高
法
規
」（
九
八
条
一
項
）
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
憲
法
九
条
一
項
と
同

条
二
項
前
段
の
う
ち
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。」
と
い

う
部
分
は
、
い
ず
れ
も
対
等
な
真
正
の
法
規
範
と
な
り
、
一
方
を
訓
示
規
定
に
お
と
し

め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
、
前
者
の
射
程
と
後
者
の

射
程
を
互
い
に
制
限
し
合
う
形
で
、
全
体
の
解
釈
を
確
定
す
る
ほ
か
な
い
。

す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
一
見
す
る
と
、
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
と
両
立
し
な
い
「
武

力
の
行
使
」
の﹅

み﹅

を
放
棄
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
後
者
と
併
せ
考

え
る
と
、
同
憲
章
の
目
的
と
両
立
す
る
「
武
力
の
行
使
」
の
う
ち
、
我﹅

が﹅

国﹅

を﹅

防﹅

衛﹅

す﹅

る﹅

た﹅

め﹅

の﹅

必﹅

要﹅

最﹅

小﹅

限﹅

度﹅

の﹅

「
武
力
の
行
使
」
以﹅

外﹅

の﹅

「
武
力
の
行
使
」
を﹅

も﹅

放
棄
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
後
者
は
、
一
見
す
る
と
、
一﹅

切﹅

の﹅

「
武
力
の

行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
を
保
持
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

前
者
と
併
せ
考
え
る
と
、
我﹅

が﹅

国﹅

を﹅

防﹅

衛﹅

す﹅

る﹅

た﹅

め﹅

の﹅

必﹅

要﹅

最﹅

小﹅

限﹅

度﹅

の﹅

「
武
力
の
行

使
」
以﹅

外﹅

の﹅

「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
の﹅

み﹅

を
保
持
し
な
い
こ
と
と
し

て
い
る
と
い
う
〝
痛
み
分
け
解
釈
〞（【
図
】
参
照
）
で
あ
る(1)。

⑵

〝痛
み
分
け
解
釈
〞
の
下
で
は
、「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
の

「
武
力
の
行
使
」
に
つ
い
て
は
、
二
と
お
り
の
解
釈
が
成
り
立
ち
得
る
。
一
つ
は
、
本

来
の
語
義
ど
お
り
、
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
と
両
立
し
な
い
「
武
力
の
行
使
」
の
み
を
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1 項のみで考えた場合 2項前段のみで考えた場合
武力の行使 武力の行使を任務とする組織体

× ×
国連憲章の目的と両立し得る最広範囲

○ ×
我が国を防衛するための必要最小限度

○ ×

1項と 2項前段を併せ考えた場合
武力の行使 武力の行使を任務とする組織体

× ×
国連憲章の目的と両立し得る最広範囲

× ×
我が国を防衛するための必要最小限度

○ ○

【図】



指
す
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
本
来
の
語
義
に
加
え
、
同
憲
章
の
目
的
と
両
立
す
る
「
武
力
の
行
使
」
の
う
ち
、
我
が
国
を
防

衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
以
外
の
「
武
力
の
行
使
」
を
も
指
す
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
前
者
の
解
釈
は
、
文
理

上
、
自
然
で
あ
る
が
、
同
憲
章
の
目
的
と
両
立
す
る
「
武
力
の
行
使
」
の
う
ち
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力

の
行
使
」
以
外
の
「
武
力
の
行
使
」
は
、
黙
示
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
解
釈
は
、
文
理
上
、
不

自
然
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
同
憲
章
の
目
的
と
両
立
す
る
「
武
力
の
行
使
」
の
う
ち
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度

の
「
武
力
の
行
使
」
以
外
の
「
武
力
の
行
使
」
も
、
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

同
様
に
、〝
痛
み
分
け
解
釈
〞
の
下
で
は
、「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
」
に
つ
い
て
も
、
二
と
お
り
の
解
釈
が
成
り
立
ち
得
る
。
一
つ

は
、
本
来
の
語
義
ど
お
り
、
一
切
の
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
を
指
す
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
我
が
国
を
防

衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
以
外
の
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
を
指
す
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
前

者
の
解
釈
は
、
文
理
上
、
自
然
で
あ
る
が
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
の

保
持
は
、
黙
示
的
に
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
解
釈
は
、
文
理
上
、
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
の
保
持
は
、
明
示
的
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な

る(2)。以
上
の
と
お
り
、
い
ず
れ
の
解
釈
を
と
っ
て
も
完
全
無
欠
と
は
い
い
が
た
い
が
、
お
よ
そ
〝
痛
み
分
け
解
釈
〞
以
外
の
選
択
肢
が
考
え

ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
は
避
け
が
た
い(3)。

(1
)
最
大
判
昭
三
四
・
一
二
・
一
六
刑
集
一
三
巻
一
三
号
三
二
二
五
頁
は
、「〔
憲
法
九
条
二
〕
項
に
お
い
て
戦
力
の
不
保
持
を
規
定
し
た
の
は
、
わ
が
国
が
い

わ
ゆ
る
戦
力
を
保
持
し
、
自
ら
そ
の
主
体
と
な
つ
て
こ
れ
に
指
揮
権
、
管
理
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
条
一
項
に
お
い
て
永
久
に
放
棄
す
る
こ
と
を

定
め
た
い
わ
ゆ
る
侵
略
戦
争
を
引
き
起
こ
す
が
ご
と
き
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
説
示
し
た
。
こ
の
部
分
は
、（
我
が
国
が
連
合
国
の
管

理
下
に
あ
っ
た
時
期
に
設
け
ら
れ
た
）
同
項
の
立
法
者
意
思
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
が
〝
痛
み
分
け
解
釈
〞
を
否
定
す
る
趣
旨
で
な
い
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こ
と
は
、「
同
条
二
項
が
い
わ
ゆ
る
自
衛
の
た
め
の
戦
力
の
保
持
を
も
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
」
と
い
う
部
分
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

(2
)
政
府
は
、
後
者
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
（
次
問
参
照
）。

(3
)
前
著
一
九
九
頁
で
は
、〝
憲
法
九
条
二
項
の
文
理
解
釈
は
、
同
条
一
項
の
反
対
解
釈
に
優
越
す
る
の
で
な
い
か
〞
と
い
う
問
い
を
立
て
た
が
、
趣
旨
が
不

明
確
で
あ
っ
た
た
め
、
本
問
の
と
お
り
修
正
し
て
お
き
た
い
。

第
六
三
問

昭
和
二
九
年
見
解
と
は
何
か
。

⑴

昭
和
二
九
年
見
解
と
は
、〝
憲
法
九
条
一
項
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
を
許
容
し
て

い
る
。
ま
た
、
同
条
二
項
前
段
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
を
任
務
と
す
る
組
織
体
の
保
持
を

許
容
し
て
い
る
〞
と
い
う
〝
痛
み
分
け
解
釈
〞（
前
問
参
照
）
を
と
る
政
府
見
解
を
い
う
。

昭
和
二
九
年
見
解
は
、「
憲
法
第
九
条
は
、
独
立
国
と
し
て
わ
が
国
が
自
衛
権
を
持
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
従
つ
て
自
衛
隊
の
よ
う

な
自
衛
の
た
め
の
任
務
を
有
し
、
か
つ
そ
の
目
的
の
た
め
必
要
相
当
な
範
囲
の
実
力
部
隊
を
設
け
る
こ
と
は
、
何
ら
憲
法
に
違
反
す
る
も

の
で
は
な
い(1)」
と
い
う
説
明
に
お
い
て
、
初
め
て
公
に
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
説
明
が
上
記
の
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
の

は
、「
平
和
を
尊
重
し
て
い
く
…
…
こ
と
と
、
…
…
一
国
に
対
し
て
侵
害
が
あ
り
ま
し
た
場
合
、
そ
れ
を
必﹅

要﹅

の
最﹅

小﹅

限﹅

度﹅

に
お
い
て
防

衛
す
る
、
…
…
侵
害
を
除
去
さ
せ
る
…
…
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
…
…(2)。」「
自
衛
の
た
め
に
必﹅

要﹅

最﹅

小﹅

限﹅

度﹅

の
範
囲
に
お
い

て
い
わ
ゆ
る
戦
力
と
申
し
ま
す
か
、
実
力
を
持
て
る(3)」
と
い
う
補
足
説
明
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

⑵

内
閣
法
制
局
関
係
者
は
、
昭
和
二
九
年
見
解
の
前
段
部
分
（〝
憲
法
九
条
一
項
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武

力
の
行
使
」
を
許
容
し
て
い
る
。〞）
に
つ
い
て
、「『
戦
力
』
や
『
交
戦
権
』
を
持
て
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
第
九
条
第
一
項
の
『
国
際
紛

争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
』
の
戦
争
・
武
力
行
使
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
項
の
趣
旨
も
不
戦
条
約
〔
＝
戦
争
娃
棄
ニ
関
ス
ル
条

約
〕
等
の
場
合
と
は
異
な
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い(4)」
と
解
説
し
て
い
る
。
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こ
の
解
説
は
、
昭
和
二
九
年
見
解
の
前
段
部
分
が
〝
痛
み
分
け
解
釈
〞
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
政
府
は
、
昭
和
二
九
年
見
解
の
後
段
部
分
（〝
同
条
二
項
前
段
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
の
行
使
」
を

任
務
と
す
る
組
織
体
の
保
持
を
許
容
し
て
い
る
〞）
に
つ
い
て
、「〔
一
項
で
〕
自
衛
権
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
両﹅

者﹅

を﹅

か﹅

み﹅

合﹅

わ﹅

せ﹅

ま﹅

し﹅

て﹅

、

…
…
二
項
で
否
定
さ
れ
て
お
ら
な
い
限
度
は
、
自
衛
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
と
…
…
考
え
て
い
る
…
…(5)。」「
第
二
項
が
第
一
項
と
関﹅

連﹅

づ﹅

け﹅

て﹅

解
釈
を
し
て
お
り
ま
す
以
上
は
、
…
…
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
け
る
実
力
を
持
つ
…
…
こ
と
は
、
憲
法
第
九
条
の

禁
止
す
る
戦
力
で
は
な
い(6)」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
政
府
見
解
は
、
昭
和
二
九
年
見
解
の
後
段
部
分
が
〝
痛
み
分
け
解
釈
〞
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

(1
)
二
一
・
衆
・
予
算
委
二
号
（
昭
二
九
・
一
二
・
二
二
）
一
頁
〔
大
村
清
一
国
務
大
臣
〕。
こ
の
前
の
部
分
も
併
せ
て
昭
和
二
九
年
見
解
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
本
文
に
引
用
し
た
部
分
の
み
で
十
分
で
あ
る
。

(2
)
二
四
・
参
・
内
閣
委
三
六
号
（
昭
三
一
・
五
・
二
）
一
五
頁
〔
高
辻
正
巳
政
府
委
員
〕。
同
旨
、「
自
衛
の
た
め
に
厳
格
に
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
が
自

衛
権
の
行
使
と
し
て
許
さ
れ
る
」（
四
六
・
参
・
予
算
委
一
〇
号
（
昭
三
九
・
三
・
九
）
一
九
頁
〔
林
修
三
政
府
委
員
〕）。

(3
)
二
二
・
参
・
内
閣
委
三
七
号
（
昭
三
〇
・
七
・
二
九
）
二
一
頁
〔
林
修
三
政
府
委
員
〕。〝
必
要
相
当
〞
を
〝
必
要
最
小
限
度
〞
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
理
由
を
示
し
た
政
府
見
解
と
し
て
参
照
、「
わ
が
国
の
置
か
れ
た
情
勢
の
も
と
に
お
い
て
そ
の
限
度
を
越
え
な
い
と
い
う
意
味
で
相
当
だ
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
…
…
表
現
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
必
要
最
小
限
度
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」（
六
五
・
衆
・
内
閣
委
二
二
号
（
昭
四
六
・
五
・
一
一
）
一
五
頁

〔
荒
井
勇
政
府
委
員
〕）。

(4
)
阪
田
雅
裕
『
政
府
の
憲
法
解
釈
』（
有
斐
閣
・
平
二
五
）
七
四
頁
。

(5
)
三
八
・
衆
・
内
閣
委
二
四
号
（
昭
三
六
・
四
・
一
三
）
九
頁
〔
林
修
三
政
府
委
員
〕。
同
旨
、「
自
衛
の
た
め
必
要
相
当
限
度
〔
＝
必
要
最
小
限
度
〕
の
戦

う
力
を
保
持
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
項
、
二
項
両﹅

項﹅

合﹅

せ﹅

て﹅

考
え
ら
れ
な
い
」（
二
二
・
参
・
予
算
委
二
三
号
（
昭
三
〇
・
六
・

一
一
）
一
九
頁
〔
林
政
府
委
員
〕）。

(6
)
六
五
・
衆
・
内
閣
委
二
六
号
（
昭
四
六
・
五
・
一
五
）
一
三
頁
〔
吉
國
一
郎
政
府
委
員
〕。
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